
議第９９号 呉市消防団員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

１ 改正の趣旨 

  令和３年１０月１日から機能別団員制度を導入することに伴い，機能別団員の報

酬の額を定めるものです。 

 

２ 条例改正の内容 

職責等を勘案し，機能別団員の年額報酬を１２，０００円とします。また，機

能別団員に係る規定を設けることに伴い，他の消防団員の規定の整理をします。 

  

３ 施行期日 

令和３年１０月１日 


